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（駒
沢
女
子
短
期

一

諸
岳
山
総
持
寺
（
い
ま
は
諸
嶽
山
総
持
寺
と
書
く
）
は
、
古
祥
山
永
平
寺
と
並
ん
で
、
わ
が
国
曹
洞
宗
の
大
木
山
で
あ
る
。

総
持
寺
は
、
お
よ
そ
六
百
五
十
数
年
ま
え
、　
い
ま
の
石
川
県
鳳
至
郡
門
前
町
に
、
螢
山
紹
瑾
禅
師
（以
下
、
禅
師
の
称
号
を
略
す
）が
開
い

た
が
、
明
治
三
十

一
年
盆

八
九
八
）
四
月
十
三
日
の
大
火
で
、
天
保
二
年
盆

八
三
こ
に
完
成
し
た
と
き
の
諸
堂
伽
藍
の
大
部
分
は
、
灰
儘

に
帰
し
て
し
ま
っ
た
。
こ
れ
を
契
機
と
し
て
、
と
き
の
独
住
第
四
世
石
川
素
童
は
、
門
前
町
地
元
民
の
猛
反
対
を
お
し
き
っ
て
、
東
京
の

近
郊
で
あ
る
神
奈
川
県
横
浜
市
鶴
見
町
へ
移
転
す
る
こ
と
に
決
め
た
。
そ
れ
は
、　
明
治
四
十

一
年
２

九
〇
八
二

月
二
十
九
日
の
こ
と
で

あ
る
。
移
転
の
最
大
の
理
由
は
、
一父
通
の
不
便
と
い
う
こ
と
で
あ

っ
た
。
そ
こ
で
、
門
前
町
の
総
持
寺
は
、
明
治
四
十
四
年
貧

九
一
こ
七

月
二
日
か
ら
、
大
本
山
総
持
寺
別
院
と
な
り
、
昭
和
七
年
盆

九
二
一こ
九
月
、
山
門
の
建
立
を
ま
っ
て
、
明
治
四
十
年
以
来
、
お
よ
そ
二
十

六
年
間
の
再
建
工
事
が
、
ひ
と
ま
ず
落
着
し
た
。
昭
和
四
十
四
年
貧

九
一ハ
九
）
四
月
、
大
本
山
総
持
寺
祖
院
と
公
称
を
あ
ら
た
め
、
今
日

三
〇
九

諸
岳
山
総
持
寺
と
螢
山
紹
瑾

（東
隆
真
）
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に
及
ん
で
い
る
。

い
ま
、
本
論
で
、
諸
岳
山
総
持
寺
と
い
う
の
は
、
鶴
見
の
総
持
寺
で
は
な
く
、
能
登
の
総
持
寺
を
指
す
。
こ
の
諸
岳
山
総
持
寺
は
、
さ

き
に
も
ふ
れ
た
よ
う
に
螢
山
紹
瑾
に
よ

っ
て
開
か
れ
た
が
、
総
持
寺
と
螢
山
紹
瑾
に
つ
い
て
、　
一
般
に
は
、

元
亨
二
年
貧

三
二
一
し
、
後

醍
醐
天
皇
は
、
螢
山
に

「十
種
の
勅
問
」
を
下
し
、
螢
山
の
奉
答
が
天
皇
の
叡
慮
に
か
な

っ
た
の
で
、
紫
衣
法
服
と

「総
持
寺
」
の
勅
額

を
賜
わ
り
、
総
持
寺
は
官
寺
に
昇
格
し
、
同
年
八
月
二
十
八
日
、
後
醍
醐
天
皇
か
ら
綸
旨
を
賜
わ
り
、
総
持
寺
は
日
本
曹
洞
賜
紫
出
世
の

道
場
と
定
め
ら
れ
、
こ
れ
に
よ

っ
て
、　
〓
本
の
本
山
た
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
た
ば
か
り
で
な
く
、
正
式
に
曹
洞
宗
を
公
称
し
て
教
団
の
基

盤
が
か
た
ち
づ
く
ら
れ
た
、
と
い
わ
れ
る
。

然
し
、
右
の
総
持
寺
と
螢
山
に
関
す
る
伝
承
は
、
歴
史
的
事
実
に
そ
む
く
も
の
と
し
て
、
辻
善
之
助
博
士
η
日
本
仏
教
史
』
中
世
篇
一
し
、

佐
橋
法
龍
氏
∩
曹
洞
宗
学
序
説
」
２
）
、
高
橋
梵
仙
博
士
∩
螢
山
紹
瑾
考
し
、
今
枝
愛
員
博
士
「
中
世
禅
宗
史
の
研
究
し
ら
に
、
否
定
さ
れ
て
い
る
。

然
し
、　
一
宗
の
大
本
山
の
成
立
が
、
史
実
に
惇
る
ふ
た
し
か
な
伝
承
に
基
づ
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
学
問
的
に
も
教
団
的
に
も
、

み
の
が
す
こ
と
の
で
き
な
い
、
由
々
し
き

一
大
事
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

そ
こ
で
、
私
は
、
第

一
に
、
右
の
伝
承
は
、
い
っ
た
い
な
に
に
も
と
ず
く
の
か
、
第
二
に
、
右
の
伝
承
は
、
ど
の
よ
う
な
事
情
背
景
に

よ

っ
て
生
れ
た
も
の
か
、
と
い
う
二
点
に
照
明
を
あ
て
て
、
総
持
寺
と
螢
山
に
関
す
る
再
検
討
を
加
え
、
も

っ
て
わ
が
国
曹
洞
宗
教
団
研

究
の
手
が
か
り
と
し
た
い
の
で
あ
る
。

二

後
醍
醐
天
皇
は
、
螢
山
紹
瑾
に
十
種
の
勅
間
を
も

っ
て
教
え
を
請
う
と
こ
ろ
、
螢
山
の
答
え
が
叡
慮
に
か
な

っ
て
、
紫
衣
法
服
と
総
持



寺
の
勅
額
を
降
し
、
官
寺
に
昇
格
さ
れ
、
さ
ら
に
綸
旨
を
賜
い
、
日
本
曹
洞
出
世
の
道
場
と
な

っ
た
と
い
う
宗
門
の
伝
承
は
、
か
な
り
古

く
か
ら
語
り
つ
が
れ
て
き
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
の
宗
門
の
伝
承
は
、
近
く
は
、
栗
山
泰
音
氏
の
大
著

『
総
持
寺
史
』
（大
正
十
三
年
二
月
二
十
五
日
刊
）
に
明
記
さ
れ
る
こ
と

に
よ

っ
て
、
い
っ
そ
う
広
く
定
着
化
す
る
こ
と
と
な

っ
た
よ
う
で
あ
る
。
栗
山
氏
は
、
総
持
寺
の
出
世
道
場
の
根
本
条
規
は
、
元
亨
四
年

二
月
十
六
日
、
螢
山
が
定
め
た

『
総
持
寺
十
箇
条
之
亀
鏡
』
第
二
条
で
あ
る
と
い
い
、
こ
の
根
本
条
規
は
、
な
に
を
根
拠
と
し
て
い
る
か

と
い
え
ば
、
元
亨
二
年
八
月
十
八
日
の
後
醍
醐
天
皇
の
綸
旨
で
あ
る
と
い
う
。
そ
し
て
、
栗
山
氏
は
、
宗
内
に
お
い
て
こ
の
綸
旨
に
疑
義

を
さ
し
は
さ
む
者
が
あ
る
が
、　
こ
の
疑
義
に
対
す
る
総
持
寺
の
立
場
は
、　
す
こ
ぶ
る
簡
短
明
了
で
あ
る
と
し
て
、
「総
持
寺
は
、
た
だ
御

綸
旨
の
表
を
奉
載
厳
持
す
る
の
み
で
あ

っ
て
、
疑
義
な
ど
と
は
そ
れ
を
聞
く
だ
に
恐
れ
多
き
こ
と
で
あ
る
と
、
た
だ
こ
れ
だ
け
で
あ
る
」

と
の
べ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
表
面
は
、
後
醍
醐
天
皇
綸
旨
の
神
聖
不
可
侵
性
と
伝
承
の
絶
対
性
を
強
調
し
て
他
人
の
批
判
を
許
さ
ぬ
か
の

よ
う
に
み
え
る
が
、
実
は
、
栗
山
氏
の
深
い
配
慮
か
ら
ほ
と
ば
し
出
た
苦
辛
の
表
現
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
は
さ
て
お
き
、
栗
山
氏
は
、
同
書
に
お
い
て

「第
十
三
章
螢
山
大
師
の
総
持
寺
開
創
Ｌ
第

一
節
総
持
寺
開
闘
縁
起
」
と
題
し
て
、

「総
持
寺
文
書
」
の

「当
山
開
闘
縁
起
」
と
い
う

一
文
を
か
か
げ
て
、　
総
持
寺
開
闘
の
由
来
に
関
す
る
叙
述
に
代
え
て
い
る
。　
然
し
、
こ

の

『
当
山
開
闘
縁
起
』
は
、
い
つ
、
な
ぜ
、
だ
れ
が
作

っ
た
も
の
か
、
成
立
に
つ
い
て
、
何
の
手
が
か
り
も
な
い
。
た
だ
、
文
中
に
、
螢

山
を
指
し
て

「師
」
と
い
う
第
三
人
称
を
用
い
て
い
る
と
こ
ろ
を
み
る
と
、
少
く
と
も
螢
山
の
撲
述
で
な
い
こ
と
だ
け
は
確
か
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
ま
た
、
『
総
持
寺
史
』
よ
り
約
十
四
年
ま
え
の
大
正
九
年
２

九
二
〇
）
に
刊
行
さ
れ
た
伊
藤
道
海
氏
の

『
峨
山
禅
師
行
実
』
の

口
絵
写
真
に
、
総
持
寺
所
蔵
の

「峨
山
禅
師
真
筆
総
持
寺
縁
起
」
（以
下

「総
持
寺
縁
起
」
と
略
称
す
）
と
題
す
る
も
の
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
を
吟
味
す
る
と
、
そ
の
本
文
内
容
は
、
さ
き
の

『
総
持
寺
史
』
の

「当
山
開
闘
縁
起
」
と
全
く
等
し
い
の
で
あ
る
。
た
だ
著
し
い
相
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違
点
と
い
え
ば
、
こ
の

「総
持
寺
縁
起
」
の
末
尾
に
は
、
元
亨
三
年
盆

三
二
一こ
六
月
吉
日
、
紹
碩
が
謹
書
し
た
と
い
う
識
語
が
み
え
る
。

然
し
、
こ
の

「総
持
寺
縁
起
」
は
、
峨
山
詔
碩
の
書
い
た
も
の
で
は
あ
る
ま
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
辻
博
士
が
疑
念
を
し

る
し
て
い
る
が
、
辻
博
士
は
、
ど
こ
が
疑
わ
し
い
か
は
具
体
的
に
の
べ
て
い
な
い
の
で
、
い
ま
、
私
は
、
三
つ
の
点
を
指
摘
し
て
お
く
。

第

一
点
は
、
紹
碩
と
い
う
署
名
で
あ
る
が
、
田
島
柏
堂
博
士
に
よ
れ
ば
、
「
洞
谷
記
』
、
『
峨
山
和
尚
行
状
』
お
よ
び
総
持
寺
な
ど
に
襲

蔵
さ
れ
て
い
る
禅
師
自
筆
の
古
文
書
類
は
、　
か
な
ら
ず
部
碩、
と
み
え
て
い
て
紹、
碩、
と
は
じ
る
さ
れ
て
い
な
い
「
硫
斗
峨
山
紹
碩
禅
師
Ｌ
と
い

う
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
見
解
に
従
え
ば
、
こ
の
署
名
は
、
果
し
て
義
山
の
自
筆
で
あ
る
か
ど
う
か
、
疑
わ
し
い
の
で
あ
る
。
第
二
点

は
、
義
山
が

「総
持
寺
縁
起
」
を
記
録
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
理
由
は
何
で
あ

っ
た
か
。
そ
れ
は
、
こ
の
縁
起
の
し
る
す
と
こ
ろ
に
よ
る

と
、
直
接
に
は
、
と
き
の
皇
后
が
、
総
持
寺
の
放
光
菩
薩
に
祈
誓
し
て
、
つ
つ
が
な
く
王
子
を
安
産
し
た
霊
験
に
も
と
ず
く
か
ら
で
あ

っ

た
か
ら
と
い
う
。　
即
ち
、
「斯
時
皇
后
懐
妊
御
産
不
安
祈
誓
放
光
菩
薩
忽
官
中
有
種
種
霊
異
無
恙
王
子
誕
生
也
故
上
従

一
人
下
至
万
民
無

不
尊
崇
焉
是
皆
所
応
瑞
夢
也
門
人
等
記
大
暑
以
為
開
闘
縁
起
癸
」
と
い
う
。
し
か
し
、
一匹
量
二
年
六
月
と
い
う
と
、
い
ま
だ
五
十
六
歳
の
螢

山
が
在
世
し
て
お
り
、
な
お
義
山
は
総
持
寺
住
持
職
を
譲
与
さ
れ
る

一
年
ま
え
で
あ
り
、
し
か
も
螢
山
は
、
三
年
ま
え
の
元
亨
元
年
に
、

「総
持
寺
中
興
縁
起
」
と
よ
ば
れ
る

一
篇
を
撰
述
し
た
ば
か
り
で
あ
る
の
に
、　
そ
れ
に
類
似
す
る
縁
起
を
、　
い
ま
か
さ
ね
て
、
義
山
が
こ

こ
に
書
き
留
め
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
積
極
的
理
由
を
見
い
だ
す
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
第
三
点
は
、
正
平
八
年
貧

三
五
一こ

十
二
月
八
日
、
孤
峯
覚
明
は
、
螢
山
の
た
め
に
、
南
朝
の
後
村
上
天
皇
か
ら
、
仏
慈
禅
師
の
勅
溢
号
の
宣
下
を
う
け
て
、
そ
の
勅
書
を
総

持
寺
の
哉
山
に
送
り
、
螢
山
に
嗣
法
し
た
い
と
の
べ
た
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
申
し
入
れ
に
対
し
て
、
義
山
は
、
道
元
禅
師
が
永
平
寺
を
開

創
し
て
こ
の
か
た
、
わ
が
宗
門
に
は
勅
論
号
宣
下
の
先
例
も
な
い
し
、
時
す
で
に
螢
山
先
師
寂
し
て
二
十
九
年
後
の
今
日
、
そ
の
冥
慮
も

は
か
り
が
た
い
か
ら
、
勅
論
号
を
う
け
る
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
と
い
う
理
由
で
、
翌
正
平
九
年
八
月
十
三
日
、
出
雲
の
雲
樹
寺
に
住
す
る



覚
明
あ
て
に
勅
書
を
返
却
し
た
。
こ
の
返
書
が
、
い
ま
も
同
寺
に
残

っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
義
山
に
、
ま
た

「総
持
寺
縁
起
」
の
よ
う

な
書
き
も
の
が
存
す
る
こ
と
は
、
想
像
も
で
き
な
い
こ
と
で
あ
る
。
以
上
の
理
由
か
ら
、
私
は
、
「総
持
寺
縁
起
」
は
、　
哉
山
の
自
筆
と

は
認
め
な
い
の
で
あ
る
。

三

し
か
し
、
こ
の

「総
持
寺
縁
起
」
は
、　
ま
っ
た
く
根
拠
の
な
い
仮
空
の
説
か
と
い
え
ば
、
そ
う
で
は
な
い
。

実
は
、
「総
持
寺
縁
起
」

は
、
い
わ
ゆ
る

「総
持
寺
中
興
縁
起
」

と
よ
ば
れ
て
い
る
も
の
に
酷
似
し
て
い
る
。
「総
持
寺
中
興
縁
起
」
は
、　
螢
山
の
真
筆
と
し
て
、

大
本
山
総
持
寺
に
蔵
さ
れ
て
お
り
、　
旧
国
宝
い
ま
は
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。
「総
持
寺
縁
起
」
は
、　
螢
山
の

「総
持
寺
中
興

縁
起
」
を
換
骨
奪
胎
し
て
、
改
造
し
た
も
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
そ
の
こ
と
も
裏
づ
け
る
証
拠
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
両
書
の
本
文

内
容
の
酷
似
現
象
か
ら
み
て
、
私
は
、
そ
の
よ
う
な
仮
説
を
た
て
て
お
く
の
で
あ
る
。

さ
て
ま
た
、
螢
山
の

「総
持
寺
中
興
縁
起
」
で
あ
る
が
、
こ
れ
と
殆
ん
ど
全
く
同

一
の
本
文
内
容
を
も

っ
て
酷
似
す
る

「諸
嶽
山
総
持

寺
建
立
之
時
義
山
大
和
尚
之
夢
記
郵
か
御
輔
押
十

」
と
題
す
る
記
録
が
、
岩
手
県
の
正
法
寺
に
あ
る

「正
法
眼
蔵
雑
文
」
の
な
か
に
収
め
ら
れ

て
い
る
。
こ
れ
は
識
語
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
と
お
り
、
応
永
十
五
年

（
一
四
〇
八
）
八
月
十
三
日
、
総
持
寺
山
門
の
上
棟
式
に
臨
ん
で
、
同

寺
第
二
十
世
の
石
屋
真
梁
が
書
写
し
た
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
こ
に
は

「義
山
大
和
尚
之
夢
記
」
と
い
う
文
字
が
あ
る
が
、
こ
れ
は

石
屋
真
梁
の
誤
解
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ら
総
持
寺
開
創
に
関
す
る
四
種
の
記
録
を
成
立
順
に
列
挙
す
れ
ば
、
「総
持
寺
中
興
縁
起
」
が
最
も
古
く
、
「諸
嶽
山

総
持
寺
建
立
之
時
我
山
大
和
尚
之
夢
記
」
が
こ
れ
に
次
ぎ
、
そ
の
あ
と
に

「総
持
寺
縁
起
」
最
後
は

「当
山
開
闘
縁
起
」
と
い
う
次
第
に

〓
一
一
一一一

諸
岳
山
総
持
寺
と
螢
山
紹
瑾

（東
隆
真
）



諸
岳
山
聡
持
寺
と
堅
山
紹
瑾

（東
隆
真
）

三
一
四

な
る
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、　
そ
の
本
文
内
容
を
分
類
す
る
と
、

「総
持
寺
中
興
縁
起
」
と

「諸
嶽
山
総
持
寺
建
立
之
時
」
が
第

一
群
で
あ

り
、
第
二
群
は
、
「総
持
寺
縁
起
」
と

「当
山
開
闘
縁
起
」
で
あ
る
。
即
ち
、
要
す
る
に

「総
持
寺
中
興
縁
起
」
と

「総
持
寺
縁
起
」
に
大

別
で
き
る
。
こ
れ
ら
の
消
息
に
つ
い
て
詳
論
し
た
い
が
、
い
ま
は
紙
数
の
ゆ
と
り
が
な
い
の
で
、
や
む
を
え
ず
省
略
す
る
こ
と
と
し
、
こ

こ
で
は
、
「総
持
寺
中
興
縁
起
」
と

「総
持
寺
縁
起
」
と
を
対
照
的
に
掲
載
し
て
み
る
こ
と
に
す
る
。
即
ち
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

（総
持
寺
中
興
縁
起
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（総
持
寺
縁
起
）

日
本
国
北
陸
道
能
登
□
□
櫛
比
庄
諸
岳
観
音
堂
者
、
行
基
菩
薩
立
　
　
日
本
国
北
陸
道
能
登
州
鳳
気
至
郡
櫛
比
庄
有
教
院
、
本
是
行
基
菩

也
、
当
庄
最
初
伽
藍
而
観
世
音
菩
薩
霊
験
無
雙
道
場
也
、
草
創
年
　
　
薩
創
建
立
地
也
、
本
尊
者
観
音
大
士
也
、
霊
験
甚
深
而
国
人
無
不

旧
縁
起
紛
失
、
然
而
古
老
相
伝
云
行
基
建
立
浮
虚
、
語
伝
行
基
建
　
　
敬
信
也
、
此
時
院
主
者
定
賢
律
師
也
、
元
亨
元
年
辛
酉
四
月
十
八

立
伽
藍
必
雀
不
巣
、
此
堂
自
古
雀
不
巣
、
誠
知
行
基
建
立
霊
場
　
　
日
夜
半
、
定
賢
律
師
夢
観
音
菩
薩
放
眉
間
白
竃
光
而
来
云
、
汝
未

耳
、
於
是
予
叉
不
求
受
当
寺
請
、
而
興
行
禅
法
、
千
時
元
亨
元
年
　
　
知
耶
有
釈
迦
牟
尼
仏
第
五
十
四
世
善
知
識
而
於
当
国
酒
井
洞
谷
山

犠
酸
四
月
十
三
日
暁
天
、
在
同
国
酒
井
洞
谷
而
感
瑞
夢
、
当
寺
本
　
　
出
世
開
法
臭
以
此
寺
譲
与
彼
師
長
為
仏
法
紹
隆
之
霊
場
為
勅
願

為
教
院
、
改
欲
為
禅
院
、
欲
入
院
臨
門
前
、
当
門
前
有
亭
、
予
在
　
　
所
、
言
詫
而
失
処
在
実
、
洞
谷
開
山
螢
山
和
尚
亦
在
永
光
室
坐

亭
而
鳴
銑
鉢
、
仰
観
二
蓋
楼
門
也
、
蓋
上
安
置
般
若
、
進
前
雨
入
　
　
禅
、
困
睡
之
間
、
観
音
大
士
相
好
端
厳
而
来
云
、
以
旧
基
与
師
、

門
、
寺
僧
及
院
主
迎
接
、
鎮
守
三
所
権
現

一爾
哺
型

行一動
同
下
向
　
　
道
了
引
師
至
一
院
、
時
院
主
及
大
衆
迎
接
焉
、
師
入
門
語
云
、
総

而
接
入
、
予
入
門
語
云
、
総
持

一
門
八
字
打
開
、
入
門
廻
顧
諸
　
　
持

一
門
八
字
打
開
央
、
然
見
院
中
有
二
階
楼
門
、
門
上
安
置
大
般

堂
、
棟
並
如
清
水
寺
、
鎮
守
社
在
北
山
尾
、
峙
如
今
社
、
但
南
向
　
　
若
経
丼
放
光
菩
薩
像
、
蓋
是
放
光
般
若
之
謂
乎
、
講
麟
麟
霧
鯖
麒
議
駆
餅

也
、
在
所
如
今
社
而
叉
大
也
、
夢
醒
占
云
、
当
寺
仏
法
縁
熟
霊
場
　
　
に
結
雄
滞
勤
献
明
其
外
仏
閣
僧
房
不
知
其
数
臭
、
師
夢
醒
為
奇
異
、
雨



也
、
自
鳴
法
事
、
声
通
方
外
、
働
赴
此
請
、
入
寺
之
後
経
三
十
日

叉
夢
、
本
尊
自
勧
予
云
、
立
門
即
称
使
如
箭
射
、
大
雁
二
羽
飛
下

而
在
予
前
、
広
翼
而
在
左
右
、
両
翼
中
央
白
文
如
文
如

一
文
字
、

通
如
雪
通
、
翼
如
墨
黒
、
夢
醒
見
之
思
之
、
感
応
己
新
、
尤
不
可

黙
止
、
即
時
発
立
門
願
、
即
同
六
月
十
五
日
寅

一
点
也
、
平
時
天

晴
月
明
、
殊
御
堂
宝
前
月
光
頻
明
、
終
取
筆
記
之
、
行
一房
卿
書
額

、
依
感
夢
号
総
持
寺
此
意
也
、
頗
可
中
興
欺
、
本
願
已
行
基
也
、

中
興
叉
行
生
也
、
額
書
即
行
房
也
、
惟
夫
三
縁
己
和
合
、
百
事
必

円
成
者
欺
、
記
録
留
以
為
当
寺
中
興
縁
起
、
門
上
安
放
光
菩
薩
、

放
光
般
若
之
意
也
、
放
光
菩
薩
者
大
唐
広
善
寺
門
上
之
霊
像
也
、

僧
形
観
音
地
蔵
二
菩
薩
也
、
常
放
光
明
而
令
人
敬
信
、
両
尊
是
同

故
倶
称
放
光
菩
薩
、
当
帝
右
批
妊
手
時
参
詣
祈
念
、
放
光
頻
新
、

産
生
平
安
、
当
庄
雄
婦
可
祈
之
、
霊
験
必
可
掲
焉
実
、
為
後
鑑
記

之
、
諸
人
同
心
合
力
立
当
寺
山
門
、
仰
円
通
冥
応
、
至
薦
至
薦
、

如
是
雖
記
尚
以
猶
予
、
同
十
六
日
本
尊
重
告
云
、
昨
夜
所
望
同
火

性
、
雁
瑞
自
北
通
南
、
雁
門
也
、
同
火
性
、
又
南
門
修
行
門
也
、

是
門
風
円
通
瑞
相
也
、

諸
岳
山
総
持
寺
と
螢
山
紹
瑾

（東
隆
真
）

後
師
有
所
由
至
櫛
比
庄
、
定
賢
律
師
与
師
対
談
、
以
所
夢
告
師
、

師
亦
以
霊
夢
語
律
師
、
恰
如
合
符
節
、
故
以
院
譲
千
師
、
師
即
住

持
、
次
歳
八
月
下
旬
今
上
皇
帝
以
十
種
疑
間
徴
詰
干
師
、
師
逐

一

答
之
大
恢

皇
情
即
寺
号
総
持
為
勅
願
所
、
修
造
伽
藍
以
為
禅
利
、
行
房
書

額
以
寄
附
実
、
斯
時
皇
后
懐
雄
、
御
産
不
安
祈
誓
放
光
菩
薩
、
忽

官
中
有
種

種
霊
異
、

無
恙
王
子
誕
生
也
、　
故
上
従

一
人
下
至
万

民
、
無
不
尊
崇
焉
、
是
皆
所
応
瑞
夢
也
、
門
人
等
記
其
大
略
以
為

開
闘
縁
起
臭

元
亨
三
癸
亥
年
六
月
吉
日

謹
書
紹
碩
（花
押
）

一二

一
五



諸
岳
山
総
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寺
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螢
山
紹
瑾

（東
隆
真
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一二
〓
ハ

元
亨
元
年

執
酸
六
月
十
七
日
記
録
而
披
露

諸
岳
山
捻
持
寺
中
興
沙
門
釈
迦
牟
尼
仏
五
十
四
世
伝
法
螢
山

紹
瑾
（花
押
）

さ
て
、　
右
の
両
書
の
著
し
い
相
違
点
の
う
ち
、　
と
く
に
指
摘
し
て
お
き
た
い
の
は
、
「総
持
寺
縁
起
」
の
後
半
の
部
分
の
、
次
の
五
点

で
あ
る
。

第

一
に
、
今
上
皇
帝
即
ち
後
醍
醐
天
皇
が
、
十
種
の
疑
間
を
も

っ
て
螢
山
に
徴
詰
し
、
螢
山
は
こ
れ
に
謹
答
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
新

し
く
加
わ

っ
た
事
項
で
あ

っ
て
、
「総
持
寺
中
興
縁
起
」
に
は
無
い
こ
と
で
あ
る
。
第
二
に
、　
そ
の
結
果
、
皇
情
に
恢

っ
て
、　
総
持
寺
と

号
し
た
と
い
う
が
、
こ
れ
は

「総
持
寺
中
興
縁
起
」
の
、
感
夢
に
よ

っ
て
総
持
寺
と
号
し
た
と
い
う
自
叙
に
相
違
す
る
。
第
二
に
、
更
に

勅
願
所
と
な
す
と
い
う
が
、
こ
れ
も

「総
持
寺
中
興
縁
起
」
に
は
全
く
見
え
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
第
四
に
、
藤
原
行
房
が
額
を
書
い
て

寄
進
し
た
と
な

っ
て
い
る
が
、
「総
持
寺
中
興
縁
起
」
は
、　
元
亨
元
年
六
月
十
五
日
の
瑞
夢
の
あ
と
、　
螢
山
み
ず
か
ら
雁
札
を
書
い
て
京

都
に
の
ぼ
ら
せ
、
行
房
に
額
を
書
い
て
も
ら
う
よ
う
依
頼
し
た
と
あ
る
。
『
洞
谷
記
』
に
は
、
正
中
元
年
貧

三
二
四
）
七
月
六
日
、
洞
谷
山

永
光
寺
の
七
堂
の
額
の
行
房
の
書
が
届
い
た
こ
と
が
し
る
し
て
あ
る
。
と
も
あ
れ
、
総
持
寺
の
額
は
、
行
房
が
寄
進
し
た
の
で
は
な
い
。

第
五
に
、
こ
の
と
き
、
後
醍
醐
天
皇
の
皇
后
が
懐
姓
し
て
、
放
光
菩
薩
に
祈
誓
し
た
と
こ
ろ
、
そ
の
霊
異
が
あ

っ
て
、
恙
な
く
王
子
が
安

産
し
た
と
い
う
が
、
「総
持
寺
中
興
縁
起
」
で
は
、　
そ
も
そ
も
大
唐
の
広
善
寺
の
放
光
菩
薩
は
、　
皇
后
が
雄
争
し
た
と
き
、
こ
れ
に
祈
念

し
た
と
こ
ろ
、
光
を
放
ち
、
王
子
を
安
産
し
た
霊
験
が
あ

っ
て
こ
の
か
た
数
百
年
大
唐
と
日
本
の
皇
后
も
ま
た
、
悉
く
安
産
を
祈

っ
て
き

た
の
で
あ
る
か
ら
、
櫛
比
の
庄
の
妊
婦
も
、
こ
の
菩
薩
に
祈
誓
す
れ
ば
必
ら
ず
霊
験
が
あ
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
。

こ
の
よ
う
に
、
「総
持
寺
縁
起
」
と
名
づ
け
ら
れ
る
文
書
は
、　
峨
山
以
外
の
後
人
が
、　
後
代
に
螢
山
の
自
筆

「総
持
寺
中
興
縁
起
」
を



参
考
に
し
て
、
原
文
を
改
変
し
た
り
、
新
事
項
を
加
え
た
り
し
て
作
成
し
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。

四

総
持
寺
の
開
創
に
つ
い
て
は
、　
螢
山
の

「総
持
寺
中
興
縁
起
」
よ
り
も
、
「総
持
寺
縁
起
」
即
ち

「当
山
開
闘
縁
起
」
が
世
間
に
は
広

く
流
布
さ
れ
て
い
る
。
さ
き
に
紹
介
し
た

『総
持
寺
史
』
は
、
栗
山
泰
音
氏
の
大
著
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
日
本
曹
洞
宗
史
上
の
名
著

と
も
称
す
べ
き
偉
業
で
あ
る
が
、　
こ
の
著
書
に
も

「当
山
開
闘
縁
起
」

は
掲
載
さ
れ
て
は
あ
る
が
、
「総
持
寺
中
興
縁
起
」
は
、
影
も
形

も
見
え
ず
、
し
か
も
こ
の
総
持
寺
開
山
の
自
筆
本
の
総
持
寺
中
興
縁
起
に
、　
三
百
半
句
も
触
れ
て
い
な
い
と
い
う
、
実
に
不
可
解
千
万
な

現
象
が
見
う
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
間
の
事
情
に
関
し
て
は
、
べ
つ
の
機
会
に
検
討
す
る
と
し
て
、
こ
こ
で
あ
ら
た
め
て
強
調
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
は
、
諸
岳

山
総
持
寺
の
開
創
の
事
実
は
、
螢
山
の

「総
持
寺
中
興
縁
起
」
を
唯

一
の
証
文
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
然
し
、
い

ま
の
問
題
は
、
「総
持
寺
縁
起
」
で
あ
る
。
「総
持
寺
縁
起
」
は
、
十
種
疑
間
を
は
じ
め
と
し
て
、
後
醍
醐
天
皇
と
総
持
寺
お
よ
び
螢
山
と

の
交
渉
を
記
録
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、
元
亨
三
年
六
月
、
峨
山
詔
碩
の
作
成
し
た
も
の
で
な
い
と
す
れ
ば
、
い
つ
、
だ
れ
が
、
い
か
な

る
動
機
で
撰
述
し
た
の
か
と
い
う
新
し
い
疑
間
に
逢
到
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
疑
間
に
は
、
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
答
え
ら
れ
た
こ
と
は

な
い
。
然
し
、
い
く
つ
か
の
角
度
か
ら
応
ず
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
と
り
あ
え
ず
、
記
録
の
成
立
背
景
に
つ
い
て
、
二

つ
の
観
点
か
ら
、
ご
く
大
雑
把
に
、
私
の
推
測
を
試
み
た
い
。

ひ
と
つ
は
、
孤
峯
覚
明
の
動
向
で
あ
る
。
覚
明
は
、
か
つ
て
道
元
禅
師
に
菩
薩
戒
を
受
け
た
こ
と
の
あ
る
臨
済
宗
法
燈
派
の
祖

。
心
地

覚
心
の
法
嗣
で
あ
る
が
、　
ま
た
永
光
寺
の
螢
山
に
参
得
し
、　
そ
の
宗
教
的
人
格
に
深
く
帰
投
す
る
と
こ
ろ
が
あ
り
、
『
洞
谷
記
』
で
は
、

諸
岳
山
総
持
寺
と
螢
山
紹
瑾

（東
隆
真
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一二
一
七



諸
岳
山
総
持
寺
と
螢
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八

四
門
人
六
兄
弟
の
ひ
と
り
と
し
て
、
螢
山
の
法
嗣
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
法
兄
弟
の
恭
翁
運
良
は
、
螢
山
の
あ
と
、
加
賀
大
乗
寺
第
三
代

の
席
に
就
い
た
（大
乗
聯
芳
士じ
。
覚
明
の
法
嗣
の
ひ
と
り
抜
隊
得
勝
は
、
総
持
寺
の
峨
山
詔
碩
に
謁
し
、
錫
を
止
め
る
こ
と
九
旬
と
い
い
、

（本
朝
高
僧
伝
）
ま
た
勇
健
大
欧
は
、
洞
家
五
位
君
臣
之
訣
を
承
け
て
、
そ
の
証
明
を
得
た
（本
朝
高
僧
伝
）。

覚
明
は
、

元
弘
元
年
２

三
三
こ
、
伯
州
船
上
山
で
、　
後
醍
醐
天
皇
に
戒
法
と
衣
在
を
授
け
、　
国
済
国
師
或
い
は
雲
樹
国
師
の
号
と
天

長
雲
樹
興
聖
禅
寺
の
勅
額
を
賜
わ

っ
て
い
る
。
ま
た
、
正
平
の
は
じ
め
２

〓
一四
ユ〇
、

南
朝
の
後
村
上
天
皇
の
帰
依
を
受
け
、
天
皇
に
戒

法
と
衣
盗
を
授
け
、
三
光
国
師
を
加
号
さ
れ
、　
和
泉
の
大
樹
寺
を
賜
わ

っ
て
い
る
。
（孤
峯
和
尚
行
実
）
ま
た
、　
法
嗣
の
ひ
と
り
慈
雲
妙
意

は
、
越
中
氷
見
に
摩
頭
山
国
泰
寺
を
創
め
た
が
、
寺
伝
に
よ
れ
ば
、

嘉
暦
二
年
２

三
二
七
）、

後
醍
醐
天
皇
は
妙
意
を
召
し
て
下
問
し
、

清
泉
禅
師
の
勅
号
と
紫
衣
法
服
を
賜
わ
り
、
翌
嘉
暦
三
年
、
北
陸
鎮
護
第

一
禅
利
出
世
道
場
の
綸
旨
と
護
国
摩
頂
巨
山
仁
王
国
寿
万
年
禅

寺
の
勅
額
を
賜
わ

っ
た
と
い
う
。
嘉
暦
二
年
と
い
え
ば
螢
山
寂
後
二
年
で
あ
る
が
、
こ
の
寺
伝
は
、
総
持
寺
の
そ
れ
に
す
こ
ぶ
る
相
似
し

て
い
る
の
が
注
目
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

な
か
ん
ず
く
、
後
醍
醐
天
皇
は
、
覚
明
を
使
者
と
し
て
、
永
光
寺
螢
山
に
十
種
疑
滞
を
下
間
さ
せ
た
と
い
う
。
ま
た
、
後
醍
醐
天
皇
は

や
は
り
覚
明
を
使
者
と
し
て
、
総
持
寺
螢
山
に
十
種
疑
間
を
下
し
た
と
い
う
。
然
し
、
す
で
に
辻
博
士
の
指
摘
を
ま
つ
ま
で
も
な
く
、
十

種
疑
滞
と
十
種
疑
間
と
は
、
そ
の
内
容
は
少
な
ら
ず
相
違
し
て
い
る
。
そ
し
て
、

永
光
寺
伝
で
は
、
こ
の
下
間
は
元
応
二
年

（
≡
三

〇
）

九
月
六
日
の
こ
と
と
し
、
総
持
寺
伝
で
は
元
亨
二
年
貧

〓
三

二
）
の
こ
と
と
し
て
、
両
寺
伝
の
間
に
時
差
が
あ
り
、　
覚
明
が
は
じ
め
て
後

醍
醐
天
皇
と
の
交
渉
を
も

っ
た
と
さ
れ
る
元
弘
三
年
よ
り
は
る
か
に
約
十
年
も
ま
え
の
出
来
事
と
な

っ
て
し
ま
う
。

然
し
、
お
も
う
に
、
覚
明
は
臨
済
宗
に
籍
を
お
い
て
は
い
る
が
、
師
の
心
地
覚
心
、
法
兄
弟
の
恭
翁
運
良
、
弟
子
の
抜
隊
得
勝
ら
を
ふ

く
め
て
深
い
つ
な
が
り
を
も
ち
、
み
ず
か
ら
は
螢
山
に
対
し
て
は
、
よ
ほ
ど
帰
依
の
念
が
厚
か

っ
た
と
み
え
る
。
ま
た
螢
山
も
覚
明
を
法



嗣
と
し
て
扱

っ
て
い
る
。
永
光
寺
の
開
山
堂
で
あ
る
伝
燈
院
の
額
は
、
覚
明
の
筆
に
な
る
も
の
と
し
て
伝
え
ら
れ
、
今
に
残

っ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
史
実
を
通
し
て
推
測
し
て
み
る
と
、
北
陸
の
辺
地
に
あ

っ
て
正
伝
の
仏
法
を
土
着
化
さ
せ
つ
つ
あ

っ
た
、
無
名
の
高
僧
で
あ

る
螢
山
の
名
を
高
い
も
の
と
す
る
た
め
、
後
醍
醐
天
皇
に
接
近
す
る
機
会
を
利
用
し
て
、
螢
山
を
顕
彰
す
る
と
こ
ろ
が
あ

っ
た
の
で
あ
ろ

う
。
こ
の
讃
仰
運
動
は
螢
山
の
寂
後
も

一
貫
し
て
す
す
め
ら
れ
た
。
即
ち
、
後
醍
醐
天
皇
の
十
種
の
勅
間
、
螢
山

へ
の
紫
衣
の
下
賜
、
総

持
寺

へ
の
綸
旨
と
勅
願
道
場
な
ど
の
こ
と
は
、
そ
れ
ら
全
部
が
そ
う
で
は
な
い
に
し
て
も
螢
山
の
寂
後
に
お
い
て
、
さ
か
の
ぼ

っ
て
螢
山

の
在
世
中
の
出
来
事
と
し
て
、
覚
明
が
覚
明
な
り
に
覚
明
の
立
場
で
努
力
し
た
苦
心
の
結
果
で
あ

っ
た
。
そ
し
て
、
こ
れ
は
裏
が
え
し
て

い
え
ば
、　
覚
明
の
後
醍
醐
天
皇
お
よ
び
南
朝
に
対
す
る
忠
誠
心
の
あ
ら
わ
れ
で
も
あ
る
。　
そ
の
意
味
に
お
い
て
、　
私
は
、　
総
持
寺
縁
起

は
、
世
の
史
家
が
評
す
る
よ
う
に
、
単
な
る
虚
構
と
は
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
こ
と
を
指
摘
し
て
お
く
。
ま
た
、
今
後
、
こ
の
視
野
か
ら
、

覚
明
の
研
究
が
進
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
も
提
言
し
て
お
く
。

い
ま
ひ
と
つ
は
、
永
光
寺
と
総
持
寺
と
の
競
合
で
あ
る
。

一
例
を
あ
げ
る
と
、
元
応
二
年
貧

〓
三
〇
）九
月
六
日
、
後
醍
醐
天
皇
は
、
水ヽ
光
寺
の
螢
山
に
綸
旨
を
賜
わ
り
、
一九
弘
元
年
貧

三
三
こ
、

螢
山
寂
後
六
年
、
永
光
寺
第
二
代
の
明
峯
素
哲
に
対
し
て
二
品
親
王
の
令
旨
が
あ
り
、
元
弘
二
年
盆

三
三
一
こ

公
万
弘
四
年
と
も
い
う
）
、

後
醍
醐
天
皇
は
若
部
堡
の
地
を
割
い
て
虜
供
を
賜
い
、　
永
光
寺
を
勅
願
道
場
と
な
す
と
の
記
事
が
あ
り
、　
元
弘
三
年
貧

三
三
一こ
四
月
、

護
良
親
王
よ
り
御
願
成
就
の
令
旨
が
あ
り
、

建
武
元
年
貧

三
三
四
）十

一
月
、　
総
持
寺
に
は
後
醍
醐
天
皇
か
ら
御
願
満
足
の
た
め
の
祈
蒔

田
を
寄
進
を
う
け
た
記
録
が
あ
る
。
建
武
二
年
貧

〓
一三
五
）
四
月
、

永
光
寺
は
、

若
部
堡
の
地
頭
職
を
仰
せ
つ
け
ら
れ
る
と
い
う
国
宣
が

あ
り
、　
同
年
九
月
に
は
永
光
寺
に
足
利
尊
氏
の
寺
領
知
行
の
教
書
が
あ
る
。
暦
応
二
年
２

〓
一三
九
）十
二
月
に
は
、　
永
光
寺
に
光
明
天
皇

の
勅
願
道
場
の
院
宣
が
あ
り
、
文
明
十

一
年
貧

四
七
九
）
に
は
、
永
光
寺
に
後
土
御
門
天
皇
の
御
祈
願
所
の
綸
旨
が
あ
る
。

諸
岳
山
総
持
寺
と
螢
山
紹
瑾

（東
隆
真
）　
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螢
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元
亨
二
年
貧

〓
三

二
）
八
月
二
十
八
日
、
総
持
寺

の
螢
山
に
対
し
て
、
後
醍
醐
天
皇

の
綸
旨
が
あ
り
、
正
平
八
年
貧

三
五
一こ
十
二
月
八

日
、
永
光
寺
あ
て
に
螢
山
に
対
し
て
仏
慈
禅
師
号
が
後
村
上
天
皇
か
ら
降
下
さ
れ
た
が
、
翌
年
三
月
二
日
に
は
総
持
寺
の
峨
山
に
、
覚
明

が
仏
慈
禅
師
号
の
宣
下
を
賀
す
る
書
を
見
し
、
そ
の
十
月
三
日
、
総
持
寺
は
後
村
上
天
皇
の
綸
旨
を
賜
わ
り
南
朝
の
勅
願
寺
と
さ
れ
た
。

こ
れ
よ
り
さ
き
、
応
永
六
年
貧

三
九
九
）
六
月
十
七
日
、
総
持
寺
に
、
足
利
義
満
の
寺
領
安
者
状
が
あ
り
、

長
禄
二
年
貧

四
五
八
）十
二
月

二
十
四
日
、　
足
利
義
政
の
寺
領
安
堵
状
が
あ
る
。

総
持
寺
に
対
す
る
後
奈
良
天
皇
の
綸
旨

（天
文
九
年
、　
一
五
四
〇
）、
後
陽
成
天
皇
の
綸

し只
天
正
十
七
年
、　
一
五
八
九
）、　
後
光
明
天
皇
の
綸
旨
（正
保
二
年
、　
三
ハ
四
五
）、
後
桃
園
天
皇
の
宣
旨
（安
永
元
年
、　
一
七
七
二
）
は
、　
ず

つ
と

後
の
こ
と
で
あ
る
。

と
も
あ
れ
、
永
光
寺
と
総
持
寺
に
は
、
枚
挙
す
る
に
い
と
ま
の
な
い
ほ
ど
、
お
た
が
い
に
類
似
の
社
会
的
権
威
づ
け
が
加
え
ら
れ
て
き

た
。
永
光
寺
と
皇
室
と
の
結
び
つ
き
は
、
総
持
寺
の
場
合
よ
り
早
く
か
ら
進
ん
で
お
り
、
総
持
寺
を
は
る
か
に
し
の
ぐ
勢
い
で
あ

っ
た
と

も
思
わ
れ
る
が
、　
峨
山
が
滅
し
て
の
ち
数
年
を
経
た
応
安
三
年
貧

三
七
〇
）
五
院
列
祖
の
連
判
に
よ
る
総
持
寺
住
番
の
位
次
の
決
定
は
、

す
で
に
永
光
寺
と
総
持
寺
と
の
両
寺
間
の
不
和
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
る
と
さ
れ
、　
永
和
四
年
２

〓
一董
こ
十
月
二
十
三
日
、

総
持
寺
側
は
連

判
状
を
も

っ
て
永
光
寺
と
総
持
寺
に
お
け
る
東
堂
問
題
が
生
じ
、　
か
さ
ね
て
応
永
五
年
２

〓
一九
八
）
八
月
十
五
日
、　
い
わ
ゆ
る
明
峯
十
二

門
派
は
連
判
状
を
作
り
、
永
光
寺
明
峯
派
と
総
持
寺
峨
山
派
と
の
対
決
が
明
確
と
な
り
、
そ
の
後
、
明
峯
派
と
峨
山
派
と
の
義
絶
が
成
立

す
る
こ
と
と
な
る
。
こ
う
し
て
、
近
古
与
力
制
の
行
わ
れ
る
ま
で
、
明
峯
派
よ
り
総
持
寺
に
輪
住
し
た
者
は
、
い
ま
だ
か
つ
て

一
人
も
な

い
と
い
う
ほ
ど
に
、
両
寺
は
反
目
す
る
に
至
る
。
そ
こ
で
は
、
両
寺
両
派
は
、
お
た
が
い
に
、
お
の
お
の
自
分
の
立
場
を
相
手
に
対
し
て

強
調
じ
優
先
さ
せ
る
た
め
に
、
社
会
的
権
威
を
借
り
る
必
要
が
あ

っ
た
。
し
た
が

っ
て
、　
寛
永
十
九
年
貧

六
四
一一）
六
月
二
十
三
日
、
永

光
寺
中
興
の
久
外
煩
艮
の
編
録
し
た

『永
光
寺
中
興
雑
記
』

に
は
、　
元
亨
四
年
貧

〓
三

四
）
八
月
二
十
八
日
の
後
醍
醐
天
皇
の
綸
旨
は
、



も
と
も
と
永
光
寺
に
賜
わ

っ
た
も
の
で
あ
る
が
、　
こ
れ
を
峨
山
派
の
者
が
掠
め
て
総
持
寺

へ
の
綸
旨
に
改
め
て
し
ま

っ
た
と
の
べ
て
い

る
。
即
ち
、　
こ
の
綸
旨
に

「能
州
諸
嶽
山
総
持
禅
寺
」
と
あ
る
の
は
、

「実

ハ
洞
谷
山
永
光
寺
ナ
リ
峨
山
派
ノ
者
改
之
総
持
ノ
綸
旨
ト
ナ

ス
也
」
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
綸
良
の
主
張
が
正
し
い
か
否
か
は
さ
て
お
い
て
、
螢
山
滅
後
の
永
光
寺
と
総
持
寺
の
両
寺
間
に
お

け
る
さ
ま
ざ
ま
の
競
合
の
過
程
の
な
か
で
、
寺
格
の
権
威
づ
け
が
行
わ
れ
た
。
そ
の
権
威
づ
け
の
ひ
と
つ
が
、
覚
明
の
斡
旋
に
よ
る
後
醍

醐
天
皇
と
螢
山
の
む
す
び

つ
き
の
拡
大
化
で
あ

っ
た
と
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
両
寺
の
寺
格
の
権
威
づ
け
は
、
や
や
も
す
れ

ば
、
宗
教
の
本
質
か
ら
外
れ
て
、
世
俗
の
政
治
的
対
立
に
走
る
嫌
い
の
あ

っ
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
が
、
同
時
に
、
日
本
曹
洞
宗
団
の

自
覚
と
結
束
を
固
め
、
教
勢
を
拡
張
す
る
重
要
な
方
便
と
な

っ
た
こ
と
も
否
定
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
と
関
連
し
て
、
綸
旨
の
下
降
が
、
そ
の
寺
の
宗
教
的
権
威
を
高
め
る
作
用
を
も

っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
挙
げ
て
お

き
た
い
。　
た
と
え
ば
、　
栗
山
氏
の

『
嶽
山
史
論
』
に
よ
れ
ば
、　
峨
山
詔
碩
の
上
足

・
無
底
良
詔
の
開
い
た

大
梅
格
華
山
円
通
正
法
寺
に

は
、

後
村
上
天
皇
の
紫
衣
出
世
道
場
の
勅
誰
を
は
じ
め
と
し
て
、　
観
応
元
年
盆

三
五
〇
）
五
月
六
日
、
崇
光
天
皇
よ
り
奥
羽
二
州
僧
録
扶

桑
曹
洞
第
二
本
寺
た
る
に
よ
り
紫
衣
着
用
の
出
世
道
場
と
な
す
の
綸
旨
を
賜
わ
り
、　
そ
の
後
、
寛
正
三
年
盆

四
六
一
▼
水
正
六
年
貧

五
〇

九
）、
享
禄
四
年
２

五
三
こ
綸
旨
が
下
さ
れ
た
と
古
記
に
は
あ
る
が
、
然
し
、
こ
れ
に
よ

っ
て
み
れ
ば
、
い
か
に
綸
旨
が
、　
そ
の
寺
の
体

面
を
保

つ
う
え
に
、　
必
要
の
要
件
で
あ

っ
た
か
が
推
測
さ
れ
よ
う
。　
ま
た
、
総
持
寺
で
は
、
正
保
二
年
盆

六
四
五
）、
後
光
明
天
皇
に
対

し
て
、
元
亨
二
年
、　
後
醍
醐
天
皇
か
ら
賜
わ

っ
た
出
世
道
場
補
任
の
綸
旨
が
焼
失
し
た
の
で
、　
そ
の
追
認
を
上
申
し
て
い
る

（横
関
了
胤

『総
持
寺
誌
し
が
、　
こ
れ
は
総
持
寺
の
永
禄
四
年
盆

五
六
こ
の
火
災
よ
り
七
十
四
年
後
、　
元
亨
二
年
よ
り
実
に
〓
一百
二
十
三
年
を
経
て
い

る
の
で
あ
る
。
こ
う
ま
で
し
て
、
綸
旨
に
固
執
す
る
の
は
、
も
と
よ
り
、
独
立
本
山
と
し
て
の
寺
格
と
そ
の
権
威
づ
け
で
あ
ろ
う
。
そ
し

て
ま
た
、
そ
こ
に
日
本
曹
洞
宗
団
の
国
家
的
色
彩
の
強
い
性
格
を
指
摘
さ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。
あ
る
い
は
、
論
を

一
歩
す
す
め
て
、
そ

諸
岳
山
総
持
寺
と
螢
山
紹
瑾

（東
隆
真
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一〓
一
一



諸
岳
山
聡
持
寺
と
螢
山
紹
瑾

（東
隆
真
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一二
〓
一

れ
は
国
家
権
力
に
従
属
し
、
そ
の
保
護
統
制
の
も
と
に
、
宗
団
を
惟
持
し
て
き
た
証
左
で
あ
る
と
も
言
わ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。
然
し
、

世
俗
的
権
威
を
是
認
し
な
が
ら
、
世
俗
的
権
威
を
活
用
し
、
国
家
権
力
に
服
従
す
る
こ
と
を
装

っ
て
、
実
は
国
家
権
力
を
掌
中
に
拮
弄
し

て
、
こ
れ
を
逆
用
し
、
た
が
い
に
主
と
な
り
客
と
な
り
つ
つ
、
し
か
も
、
仏
法
の
宣
揚
に
専
念
し
た
と
い
う
こ
と
も
あ

っ
た
で
あ
ろ
う
。

そ
う
で
な
け
れ
ば
、
現
実
の
宗
団
の
継
続
的
発
展
的
展
開
は
、
と
で
も
期
待
す
る
こ
と
が
で
き
な
か

っ
た
。
そ
れ
は
、
今
日
で
い
え
ば
、

そ
の
教
団
や
教
義
が
、　
一
般
大
衆
の
共
感
な
し
に
は
、
そ
の
社
会
的
存
在
の
意
義
が
な
い
の
に
、
似
て
い
る
。
要
す
る
に
超
歴
史
的
な
仏

法
と
歴
史
的
存
在
と
し
て
の
教
団
と
の
接
点
を
、
ど
の
よ
う
に
お
さ
え
て
ゆ
く
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
も
、
全
体

的
な
基
調
と
し
て
、
こ
の
よ
う
な
日
本
仏
教
教
団
の
も
つ
特
殊
性
格
が
、
い
ま
後
醍
醐
大
皇
と
総
持
寺
と
螢
山
と
の
つ
な
が
り
に
お
い
て

も
、
そ
の
背
景
と
な

っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
こ
と
を
、
蛇
足
な
が
ら
、
つ
け
加
え
て
お
き
た
い
の
で
あ
る
。

こ
の
小
論
を
、
つ
つ
し
み
て
　
曹
洞
宗
太
祖
螢
山
禅
師
の
真
前
に
供
え
た
て
ま
つ
る
。
次
に
、
わ
が
本
師
金
獅
峯
東
香
山
大
乗
寺
第
六
十
八
世
祖
月
龍

渾
大
和
尚
（俗
姓
松
本
氏
、
昭
和
四
十
八
年
九
月
二
十
四
日
早
朝
、
眠
る
が
如
く
大
往
生
。
世
寿
八
十
二
歳
）
の
品
位
に
さ
さ
げ
た
て
ま
つ
る
。
次
に
、

わ
が
学
恩
の
師
小
川
弘
貫
先
生

（昭
和
四
十
九
年
四
月
十
日
午
前
十
時
四
十
三
分
、　
入
学
式
学
長
挨
拶
の
直
後
、
講
堂
壇
上
に
於
て
立
亡
。
世
寿
六

十
八
歳
）
の
真
位
に
さ
さ
げ
た
て
ま
つ
る
。
昭
和
四
十
八
年
十

一
月
十
日
十

一
日
の
日
本
仏
教
学
会
（京
都
女
子
大
学
会
場
）
で
、
こ
の
拙
論
を
発
表
し

た
日
は
龍
渾
先
師
の
四
十
九
日
忌
で
あ
り
、
ま
た
小
川
先
生
に
随
侍
し
て
赴
い
た
最
後
の
学
会
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
感
無
量
。
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